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福祉教育常任委員会 

 

令和５年１１月２４日（金曜日）午前１１時０９分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 益 子 丈 弘 副 委 員 長 星   宏 子 

委 員 堤   正 明 委 員 室 井 孝 幸 

委 員 相 馬   剛 委 員 眞 壁 俊 郎 

委 員 山 本 はるひ 委 員 玉 野   宏 

 

欠席委員（１名） 

委 員 鈴 木 秀 信   

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 石 田 篤 志   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

    ⑴１２月定例会議における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時０９分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○益子委員長 それでは、ただいまから福祉教育常

任委員会を開会いたします。 

  協議事項は、皆様のお手元の次第のとおりでご

ざいます。 

  委員各位におかれましては、円滑な進行に御協

力をお願い申し上げます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○益子委員長 それでは、次第２、協議事項に入り

ます。 

  ⑴12月定例会議における委員会の運営について

を議題といたします。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

  事務局。 

○石田書記 （12月定例会議における委員会の運営

について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりました。 

  皆様、いかがでしょうか。今、事務局から説明

がありましたとおりでございます。 

  期日は一応12月６日、１日ということで考えて

ございます。付託されたそれぞれの案件を12月６

日においてやりたいということで、あと、座席の

ほう、今事務局から説明がありましたとおり、市

長の前の席のほうの１区画に各委員さんが密集す

る形になってしまうんですが、一応この間このよ

うな方向で、議会運営委員会のほうでやってはど

うかということで対応が決まりました。ばらけて

しまったりすると、なかなか話がしづらいですと

か、そういった御意見出ておりましたので、それ

を参考にした事務局のほうでの提案かと思います

ので、皆様のほうから御意見を賜わればと思いま

す。 

  特段なければ、このような方向で取り進めさせ

ていただいてよろしいでしょうか。 

〔「はい、お願いします」と言う人あり〕 

○益子委員長 では、そのとおりといたします。 

  あと、今説明ありましたとおり、本日午後より

所管事務調査ということで入ってございますが、

それ以外に委員の皆様のほうから、何か所管事務

調査として行っていただきたいというのがあれば、

どうでしょうか。特段ないですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 では、事務局のほうからの説明のと

おり、本日の午後の所管事務調査をもって、今回

の定例会においては所管事務調査を進めさせてい

ただきます。 

  そのほか、何か皆様のほうからございますでし

ょうか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようであれば、12月定例会にお

ける委員会付託事案審査の部分については、次第

の案のとおり審査を行うことで異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、付託議案の

審査日程及び審査順、また、次第の案のとおりと

いたします。 

  次に、次第⑵その他を議題といたします。 

  まず、行政視察の報告について事務局から説明

をお願いいたします。 

  事務局。 

○石田書記 （行政視察の報告について説明。） 

○益子委員長 事務局から説明がありました。 

  過日、皆様の御協力の下、常任委員会の視察が

終わりましたので、その報告書を今説明いただい
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たとおりでございます。各委員からそれぞれまと

めていただきまして、大変分かりやすいものにま

とまっているかと存じます。 

  特段なければ、私のほうから、このような方向

で議会に報告させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○益子委員長 では、そのような方向でやらせてい

ただきます。 

  次に、懇談会実施の要望書というものが来てお

りますので、その内容を事務局から説明をお願い

いたします。 

  事務局。 

○石田書記 （懇談会実施の要望書について説明。） 

○益子委員長 事務局からの説明が終わりました。 

  今、事務局から説明がありましたとおりでござ

います。 

  皆様、今お手元に御覧いただいている資料なん

ですが、先生方の働き方改革ということで、内容

としては、我々も十分に趣旨は理解できるところ

でございますが、先ほど説明いただいたとおり、

議会として、３常任委員会、それぞれの項目にわ

たりまして懇談会をしないかということで、先方

から御案内をいただいております。 

  しかしながら、内容が本市のみならず県、また

国の部分に関わってくるものもございますので、

３常任委員会として足並みをそろえて、今回は、

懇談会を実施しないというような方向で進めさせ

ていただきたいと申合せをしてございます。 

  皆様のほうからもいろいろ御意見あろうかと思

うんですが、一応、福祉教育常任委員会として、

皆様の御意見を募って、その後決定してまいりた

いと思いますので、各委員の皆様から御意見を頂

戴できればと考えてございます。いかがでしょう

か。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 やっぱり議会としてなかなか大変だし、

問題なんで、やらなくていいと思います。 

○益子委員長 ありがとうございます。 

  室井委員。 

○室井委員 私も、常任委員会それぞれで、うちの

委員会だけというのもおかしいと思いますので、

そこは足並みをそろえたほうがいいんじゃないか

と思っております。 

○益子委員長 ありがとうございます。 

  山本委員。 

○山本委員 私は、やってもいいと思います。 

  確かに、教員は県で採用しているものだし、い

ろいろな学校というのは県のことが多いんですけ

れども、議会でも教員の働き方が出ていることも

ありますし、実際は、那須塩原市内の学校で市採

の教員と共に仕事をしているわけですよ。 

  私は、意見交換をすることは何も悪いことでは

ないと思うので、やってもいいと思います。 

○益子委員長 ありがとうございます。 

  堤委員。 

○堤委員 私も懇談会は実施してもいいと思ってい

ます。 

  もし懇談会を実施できない場合でも、相手の要

望を聞いて、何か常任委員会としてみんなに意見

を求めるとか、書面でいろいろやるとか、正式な

懇談会をしなくても、何かの意見交流の場が要る

かなという感じがします。 

○益子委員長 ありがとうございます。 

  相馬委員、いかがでしょうか。 

○相馬委員 ３常任委員会そろえてということであ

れば、実施しなくていいんではないかと思ってお

ります。 

○益子委員長 玉野委員、いかがでしょうか。 

○玉野委員 話し合っても、答えを出せるというふ
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うにならないと思うんです。話合いをすることは

いいでしょうけれども、答えがないということに

対しては、やっぱり集まって話をすることは必要

ないと思います。やる必要はないと思います。 

○益子委員長 ありがとうございます。 

  星副委員長、いかがですか。 

○星副委員長 教員に関しましては県職になります

ので、市というよりは、県のほうでこれはやるべ

きものではないかと思いますので、やらなくてい

いのではないかと思います。 

○益子委員長 ありがとうございます。 

  それぞれに各委員の皆様から御意見を頂戴いた

しました。 

  主に皆様のほうから、この３常任委員会を合わ

せた形でということであれば、実施しないという

ような趣旨だと思いますが、お二方からは話合い

を持ってもいいんじゃないかと。場合によっては、

この３常任委員会合わせてという形じゃなくて、

別な形で意見を聞いてもいいんじゃないかという

ような御意見もございましたので、併せて、今回

は一応決するということでありますが、後日また

改めた形で、何かの形で、事務局も踏まえて、ち

ょっと相談させていただきながら考えていただく。

そういったような方向で、今回は行わない方向で

よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 では、そのように進めさせていただ

きます。 

  続いて、委員の皆様から何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○益子委員長 それでは、協議事項として皆様から

ないようですので、３のその他に移ります。 

  ３として、何かございますか。 

  副委員長。 

○星副委員長 （11月に開催した意見交換会のアン

ケートについて。） 

○石田書記 （事務連絡。） 

○益子委員長 以上で、協議事項は全て終了いたし

ました。 

  そのほか、皆様のほうからございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○益子委員長 では、以上をもちまして、本日の福

祉教育常任委員会を閉会といたします。 

  皆様、大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１１時２５分 
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福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 

 

令和５年１２月６日（水曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 益 子 丈 弘 副 委 員 長 星   宏 子 

委 員 堤   正 明 委 員 室 井 孝 幸 

委 員 相 馬   剛 委 員 眞 壁 俊 郎 

委 員 山 本 はるひ 委 員 玉 野   宏 

 

欠席委員（１名） 

委 員 鈴 木 秀 信    

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

教 育 部 長 磯     真 教育総務課長 金 子   嘉 

教育総務課 
副 参 事 

加 藤 正 之 
教育総務課長
補 佐 

岩 波 ひろみ 

教育総務課 
主 幹 

深 澤 孝 志 総 務 係 長 植 木   智 

給 食 係 長 田 中   綾 
黒磯学校給食 
共同調理場長 
兼業務係長 

若目田 治 之 

共英学校給食
共同調理場長
兼業務係長 

村 松   隆 

西那須野学校
給食共同調理
場 長 
兼業務係長 

横 山 純 一 

学校教育課 
参 事 兼 
学校教育課長 

松 本 正 広 
学校教育課 
副 参 事 

磯   泰 弘 

学校教育課長 
補佐兼学校支
援教職員係長 

二ノ宮 直 美 学校指導係長 人 見 栄 作 

学校みらい 
係 長 

木 沢 宏 美 

児童生徒サポ
ートセンター 
所 長 
（任期付） 

印 南 伸 一 

児童生徒サポ
ートセンター
児童生徒係長 

佐 藤 久美子 生涯学習課長 佐 原 勝 美 
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生 涯 学 習 
課長補佐兼 
生涯学習係長 

広 瀬 美香子 文化振興係長 岩 瀬 眞 生 

青少年係長 石 川 敦 史 
那須野が原 
博 物 館 長 

松 本 裕 之 

那須塩原市 
図 書 館 長 
（任期付） 

小 泉 秀 夫 
那須塩原市 
図 書 館 
管 理 係 長 

伊 藤 俊 彦 

黒磯公民館長 北 村 議 徳 
スポーツ振興
課 長 

和 氣 広 美 

スポーツ振興
課長補佐兼 
管 理 係 長 

小 野 治 夫 
スポーツ振興
係 長 

関 谷 和 俊 

保健福祉部長
兼 福 祉 
事 務 所 長 

増 田 健 造 社会福祉課長 平 井 克 巳 

社 会 福 祉 
課 長 補 佐 

小 田 由起子 社会福祉係長 戸井田 香 苗 

社会福祉係 
副 主 幹 

田 端 政 昭 障害福祉係長 薄 葉 哲 郎 

保 護 係 長 髙 野 幸 大 高齢福祉課長 秋 元 武 志 

高齢福祉課長 
補 佐 兼 
高齢福祉係長 

佐 藤 裕 之 介護管理係長 平 城 靖 啓 

介護認定係長 君 島 栄 三 地域支援係長 君 島   忍 

国保年金課長 藤 川 正 勝 
国保年金課長
補 佐 兼 
管 理 係 長 

関 根 達 弥 

国保年金係長 小 出 渉 美 
国保年金係 
主 査 
（係長級） 

三 浦 怜 子 

健康増進課長 
兼黒磯保健セ 
ンター所長兼 
西那須野保健 
センター所長 

亀 田 康 博 
健康増進課長 
補 佐 兼 
健康増進係長 

根 本 カ ヨ 

健康増進課 
主 幹 兼 
保健予防係長 

印 南 和 也 
保健予防係 
主 査 
（係長級） 

阿久津 宏 介 

健康増進係 
副 主 幹 

大 島 圭 子 
子ども未来 
部 長 

田 代 正 行 

子育て支援 
課 長 

押久保   昭 
子育て支援 
課 長 補 佐 

亀 田 祐 子 

子ども福祉 
係 長 

髙 野 桃 子 総合支援係長 織 田 暢 子 

子育て相談 
課 長 

菊 地 直 路 
児童家庭担当 
Ｇ Ｌ 

戸 室 百合子 

発達支援・ 
ひとり親担当 
Ｇ Ｌ 

相 馬 広 幸 
母子保健担当 
主幹兼ＧＬ 

金 山 富美恵 
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保 育 課 長 佐 藤 和 穂 
保育課長補佐 
兼管理係長 

吉 冨 真樹子 

企 画 係 長 鍋 島 弘 史 管理係副主幹 阿 見 久美子 

給 付 係 長 田 中   薫   

 

出席議会事務局職員 

議事調査係長 長 岡 栄 治 書 記 石 田 篤 志 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔教育委員会事務局教育部〕 

    ・教育部長挨拶 

   〔教育総務課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔学校教育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔生涯学習課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔スポーツ振興課〕 

    ・議案第１１９号 公の施設の指定管理者の指定について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

    ・議案第１２４号 令和５年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

   〔社会福祉課〕 

    ・議案第１００号 那須塩原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

             律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につい 
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             て 

    ・議案第１１５号 公の施設の指定管理者の指定について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔高齢福祉課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

    ・議案第１２５号 令和５年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

   〔国保年金課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

    ・議案第１２３号 令和５年度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

    ・議案第１２４号 令和５年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

   〔子ども未来部〕 

    ・子ども未来部長挨拶 

   〔子育て支援課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔子育て相談課〕 

    ・議案第１０６号 那須塩原市子育て相談センター条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

   〔保育課〕 

    ・議案第１０５号 那須塩原市保育園条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１２２号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第７号） 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○益子委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日これより、教育委員会教育部、保健福祉部、

子ども未来部の付託案件を審議するわけでござい

ますが、開会に当たりまして御挨拶を申し上げま

す。 

  早いもので師走に入り、もうすぐ本年も終わり

を迎えるわけでございますが、本日は一粒万倍日

という日でございます。一粒の籾が万倍になって

返ってくると言われる実りある日でございまして、

とても縁起のいい日とされております。 

  委員各位、職員の皆様におかれましても、様々

な視点から本市の福祉向上につながる一粒万倍の

日となりますようにお願いを申し上げまして、委

員会を代表しての御挨拶といたします。 

  ただいまから12月定例会議の福祉教育常任委員

会、予算常任委員会（第二分科会）を開会いたし

ます。 

  ただいまの出席委員は８名でございます。 

  鈴木秀信委員より、本日欠席する旨の届出があ

りました。 

  参考までに申し上げますが、本日の出席委員は

８名ですので、過半数は４となります。採決の際

に賛成が４に満たない場合は、当委員会の審議結

果としては否決すべきものとして報告することと

なりますので、御承知おきください。 

  また、委員の皆様には、異議なしなどの意思表

示をはっきりとお示しいただくこと、また、明瞭

な質疑としていただきますよう、重ねてお願いを

申し上げます。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりといたします。 

  福祉教育常任委員会に付託された案件は、条例

の一部改正案件３件、公の施設の指定管理者の指

定案件２件であります。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査すべき案件は補正予算案件４件であります。 

  これらの案件につきましては、関係所管課のと

ころで随時分科会に切り替え審査を行います。 

  議案審査において、討議すべき点などがござい

ましたらお申出ください。 

  各委員におかれましては、慎重なる審査ととも

に、円滑な進行への御協力をお願い申し上げます。 

  それでは、次第２、審査事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育委員会事務局教育部の審査 

○益子委員長 これより教育委員会事務局教育部の

審査を行います。 

  初めに、教育部長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

  部長。 

○磯教育部長 （挨拶。） 

○益子委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○益子委員長 ただいまから教育総務課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  教育総務課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年

度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○金子教育総務課長 （議案第122号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、箒根学園の基金利子についてな

んですが、1,000円の補正ということになってお

りますが、当初予算でも1,000円というふうにな

っておったんですが、さらに1,000円追加する予

定は、追加する理由を伺います。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 こちらのほうにつきましては、

基金の利子等のほう確認しましたところ、５月か

ら11月までの間におよそ770円ほどの利子のほう

が頂ける予定に、確認しております。その結果、

年度末に向けて試算のほうさせていただきまして、

今回計上のほうを1,000円させていただいたとこ

ろでございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 箒根学園の整備がほぼ終わるんだと思

うんですが、この基金については今後もそうする

と継続していくということなんでしょうか。ただ

単に利子の補正を組むということなんでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 こちらのほうの基金の積立金

のほうについては、あくまでも箒根学園の整備と

いうところでございます。 

  現在の基金残高のほうは３億1,000万ほどある

んですが、今まさに部長のほうからも冒頭で御説

明のほうがありました、箒根学園の体育館の工事

の費用にこちらのほうを充てさせていただきまし

て、来年の３月31日をもってこの基金のほうにつ

いては一度幕を閉じるという形になっております。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

  続けてどうぞ。 

  相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、２項１目の小学校管理費

の中の役務費で、電話料が87万8,000円の増額補

正ということになりますが、これはどういった内

容になるんでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 こちらの今回の電話料のほう

につきましては、不足分を計上させていただいて

いるのが事実でございますが、その理由の一つと

しまして、学校において今年の５月以降、要はコ

ロナが５類になった以降に、児童生徒、保護者向

けに対して電話等の相談、要はコロナの５類以降、

学校の環境のほうが感染症対策も含めてどう変わ

ってきたのかとかというようなお問合せとかがあ

りましたので、そういった対応で電話の件数とい

いますか、電話をするケースが多くなったという

ところで、費用のほうが不足したというところで

今回計上のほうをさせていただいたところでござ

います。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、当初予算で見込んでい

た電話をかける回数よりも、80万、はるかに増え

たというそういう理解でいいでしょうかね。 

○益子委員長 教育総務課長。 

○金子教育総務課長 はるかに増えたということに

対して、はい、そうですというわけではないんで

すが、こちらのほう小学校17校で87万8,000円と
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いうことで、１校当たり平均で言いますと６万

6,000円ほどというところですので、それがちょ

っとはるかにというところで、ちょっとこちらの

ほうでお答えすることができなくて申し訳ないん

ですが、そういった形で相談のほうが増えていた

というところでございます。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 今のところの関連なんですが、ちょっ

と分かりかねるのでお尋ねするんですが、学校の

電話料というのは固定電話ではないんではないか

なと思っていたんですが、この電話料というのは、

それぞれの先生が持っている何か学校用のスマホ

とかの代金なのか、あるいは固定電話から親御さ

んのところにするものなのか、すみません、その

辺の説明をお願いいたします。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 電話のほうについては、教職

員の電話代ではございません。学校のほうにござ

います、市のほうで所管している電話でございま

す。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり固定電話だということですか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 そうでございます。 

○益子委員長 この項目で関連ある方いらっしゃい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 なければ、ほかの質疑がある方いら

っしゃいますか。 

  副委員長。 

○星副委員長 補助金なんですが、先ほどの説明で

給食費のところで、「すごいぞとちぎの農業」、

これ地元産のものを賄いとして使うというものだ

ったと思うんですが、この詳しい、もう少し詳細

を教えてください。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 こちらのほうにつきましては、

補助金のほうを活用しておりまして、金額の基に

なるものは１人180円の補助のほうを頂く予定で

ございます。その内容としまして、やはり地元産、

県産の食材のほうをなるべく給食に多く取り入れ

るということで、例えば、市内産の小麦を活用し

たコッペパンであるとか、そのほかウインナー、

豚肉を地元の豚肉を使ったり、例えばそのほかス

ープでコンソメスープとかをした場合に、その中

に入れるキャベツを市内産のキャベツに取り入れ

たり、そのほか県産のほうについては、サラダに

もやしとかのサラダを県内産の大豆、もやしを活

用したものというところで、もちろん御飯と牛乳

はもちろん市内産ですか、そういった食材のほう

を活用させていただいて、献立として提供してい

るというところでございます。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 県内産とか地元産ということで分か

りました。 

  この仕入れとかというのは、何というんでしょ

う、ＪＡからとか特別なルートを使ってというこ

とになるのでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 仕入れのほうにつきましては、

もちろんＪＡさんのほうの御協力のほうをいただ

きまして納入しているものもございますし、こち

らのほう、栃木県のほうについては給食会という

ところがありますので、給食会のほうを通して納

入のほうをしているというところでございます。 

○益子委員長 この項、関連でございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 これの歳入が、いわゆる教育費雑入で

計上される理由を伺いたいと思います。 
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○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 こちらのほうにつきましては、

県の補助金であれば雑入ということはないんです

が、こちらのほうにつきましてはこちらの実行委

員会というのがございまして、地産地消の実行委

員会がございまして、そちらのほうからの補助を

頂いているということで、雑入にさせていただい

ているところでございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 

  その実行委員会というものを若干、説明しても

らってよろしいですか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 こちらのほうにつきましては、

県の農務系の部署が事務局になっておりまして、

そちらのほうが主体となってしているところでご

ざいますが、実行委員会のほうのメンバー等につ

いては、県以外の農業関係者の方であるとか、そ

ういった団体さんも含めた上での実行委員会形式

になっているというところを聞いております。 

○益子委員長 玉野委員。 

○玉野委員 これに関しての数値目標的なものはあ

るんですか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 今回のこの補助金を活用した

数値目標というのは、実際のほうは設定のほうを

しておりません。 

  那須塩原市のほうにつきましては、こういった

地産地消の週間という地産地消週間、１週間かけ

て地産地消の献立のメニューを提供するとか、そ

ういった取組をしている中で計画、こちらの給食

全体の計画としましては、そういった月間に地産

地消のほうを25％、４分の１程度、地元産、県内

産のものを活用したいというふうには、こちらの

ほうでは計画づけているところでございます。 

○益子委員長 関連の方いらっしゃいますか。 

  特になければ、ほかの質疑ある方いらっしゃい

ますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、あっちこっちになって申

し訳ありません。 

  給食費の西那須野共同調理場のところで配送用

コンテナというのが76万7,000円ということで計

上されておりますが、これをこの12月の補正に上

げてくる理由を伺いたいと思います。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 こちらの配送コンテナのほう

は全部で38台ございます。もちろん給食のときに

そのコンテナの中に、各学校に配送いたします大

きな、例えばスープを入れた鍋であるとか、そう

いったものを入れて配送するんですが、そのうち

１台が故障、今修繕をしているところでございま

すけれども、故障したというところで今回補正で

計上させていただいたところでございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これはあれですか、冷蔵車ということ

なんで、冷蔵用のコンテナという、要はそういう

設備がついているコンテナということなんでしょ

うか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 冷蔵用のコンテナというとこ

ろではございません。 

○益子委員長 ほか、ございますか。 

  相馬委員、どうぞ。 

○相馬委員 その下のスクールバス運行事業で、箒

根学園のスクールバスが入札により4,000万円の

減額になったということでございますが、ちょっ

と今、当初予算額が見られない状態なので、それ

を伺ってもよろしいでしょうかね。 

○益子委員長 課長。 
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○金子教育総務課長 当初予算額のほうにつきまし

ては、およそ7,500万でございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 7,500万ということは半分以下、3,500

万で済むということになったということでよろし

いでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 そうでございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、令和６年度以降の債務

負担行為を組んでおりますが、その算出基準は今

年の7,500万円から4,000万円減額されるわけです

から、3,500万円を基準にしているのかどうなの

か、ちょっと債務負担行為の金額について説明し

てもらってもよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 まず、バスの運賃の算出なん

ですが、少しちょっと御説明のほうをさせていた

だきますと、バスの運賃等については国のほうで、

もう基準額というのが出ております。 

  以前、昨年につきましては、バス、例えば１時

間当たりであるとか、１キロ当たりであるとかと

いう上限金額と下限金額というのがございました。

その範囲で国のほうの基準がございますので、ま

ずこちらのほうの積算基準としましては、それの

範囲の中で積算のほうをさせていただいていると

いうところでございます。いつの、この金額で、

ここの間とかというのは、今後設計等もあります

ので、もちろんお知らせすることはできませんけ

れども、そういった考えでやっております。 

  その結果、例えばその下限値で契約して、これ

は入札になりますので、それで入札業者さんのほ

うで、それを踏まえた上で契約のほうをしている

というところでございます。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、この債務負担行為の３

億4,400万、これが上限ということで限度額とい

うふうになっているんで、これを計算すると５年

で約7,000万掛ける５年で３億5,000万ということ

なんですが、現実には入札をすると半分になる可

能性もありますよと、そういう理解でよろしいで

しょうか。 

○益子委員長 課長。 

○金子教育総務課長 入札に関わることですので、

そうなっていただければ市の財政的には、当初よ

りも見込んだよりも財政負担は少なくなるという

ところで認識はしているところでございます。 

○益子委員長 関連の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 なければ、それ以外の質疑のある方

いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、質疑及び議

員間討議を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 
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  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  教育総務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は10時45分といたします。 

 

休憩 午前１０時３２分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○益子委員長 ただいまから学校教育課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  学校教育課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がございませんので、予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年

度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○松本学校教育課長 （議案第122号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  堤委員。 

○堤委員 この執行計画書13ページの、いいですか、

すみません、ここの２項２目小学校教師用教科

書・指導書整備費ということで、それぞれ教師用

の教科書、それぞれ載っておると思いますが、デ

ジタル教科書も含めて、これが令和６年度用とい

うことですが、これは毎年度、補正で積んでいる

ということでよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○松本学校教育課長 毎回補正の対応なのかという

御質問でよろしいでしょうか。 

  これは前回までの購入とは異なりまして、紙ベ

ースの指導書からデジタル教科書の活用も行われ

ております。現状としましてですね。デジタル教

科書の単価等が未確定なこともあるものですから、

今回は補正対応とさせていただいたということで

あります。 

  ちなみに来年度も教科書、中学校のほうも採択

になってきますけれども、今年度の単価等を参考

に、概算で令和６年度の当初予算に計上する予定

でおりまして、毎回というわけではないというこ

とでございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 この目的といいますか、それぞれ教師用

の教科書がデジタル用教科書ということで、デジ

タル教科書は、まず一つ補完と考えてよろしいで

しょうかね。既にある教師用の教科書の補完とし

て、デジタル用教科書があるという位置づけでよ
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ろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○松本学校教育課長 委員さんおっしゃるとおり、

そういった考えで捉えております。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 全体の科目から見ると、どれぐらいの範

疇になるかということをお聞きしたいと思います。 

  約でよろしいんですけれども、例えば今回の予

算で購入したデジタル用教科書は、全科目から見

ると、例えば３分の１相当とか、そういう内容で

す。 

○益子委員長 学校指導係長。 

○人見学校指導係長 お答えいたします。 

  今回計上しております消耗品費、またライセン

ス購入費というところは、基本的に令和６年度に

使用するものとして計上させていただいておりま

す。 

  教科によっては上下巻に分かれていたりという

ところで、令和６年度には直接使わないというよ

うなものもございます。そういったものは令和７

年度以降使用するというところになってきますの

で、そういったものはまた別途計上という形にな

ってきますが、今回は令和６年度に使用するもの

として予算計上させていただいております。 

  以上です。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 教師用のデジタル教科書を利用すること

によって、教師としてどれぐらいメリットといい

ますか、効果があるのかということをお聞きしま

す。 

○益子委員長 学校教育課長。 

○松本学校教育課長 やはり子供たちも今、様々な

お子さんたちがいらっしゃいまして、やはりデジ

タル教科書、電子黒板にきちっと大きく映し出し

て、そして動画ですとか、ラインを引くとか、非

常に見やすい状況で授業が進められるものですか

ら、非常に子供たちも好評ですし、先生方ももう

正直言いますと、本当にこれがないともう授業が

進まないぐらい本当に定着してきているというふ

うに捉えております。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 そういうことで教師としても指導をする

上でメリットがあるということですが、当然、授

業を受ける生徒についても、それぞれ一般の紙の

教科書にプラスして、デジタル教科書が画面で示

されるということで、授業の何か促進が図られる

ということで考えてよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○松本学校教育課長 議員さんおっしゃるとおり、

デジタルコンテンツなんかも非常についていまし

て、今豊富なものがついているものですから、単

なる紙だけだと感じられないような、画面上にい

ろいろ動画等が入りますので、非常に分かりやす

く、子供たちにも好評ということでございます。 

○益子委員長 関連でございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今のところなんですけれども、消耗品

費ということで、非常にデジタル教科書の額が大

きいんですが、この際、消耗品というふうなもの

をどういうふうに定義しているのか教えてくださ

い。 

○益子委員長 学校指導係長。 

○人見学校指導係長 このたび消耗品費として計上

させていただいているのは、教科書の採択替えに

伴って、教科書自体が刷新されるという経過がご

ざいます。そういった中で、当然ながら未来永劫

使えるというものではなくて、学習指導要領の改

訂であったりとか、教科書の採択替えというとこ

ろでは、いずれにしても更新をしなければならな

いというところの中で、使用が限られているとい
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う中で消耗品費という形で計上させていただいて

おります。 

  以上です。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 それは分かりました。 

  つまり、予算の中で消耗品費として上がってく

るものというのは、全てそういう考え方だという

ことでよろしいんですか。 

○益子委員長 学校指導係長。 

○人見学校指導係長 消耗品費と備品との違いとい

うところですと、当然耐用年数であったりとか、

金額ではなくて消耗していくものというところは、

消耗品該当という考え方でおります。物によって、

金額が大きいものを購入するという金額だけでは

なくて、そういった視点から考えております。 

  今回の指導書、本来ですと紙ベースというとこ

ろでございます。附属としてデジタル教科書を含

むようなものもございますけれども、基本的には

紙のものでありまして、先ほど言いましたとおり、

有効期限も限られているというところで、消耗品

費として扱っておるというところでございます。 

  以上です。 

○益子委員長 関連の方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、消耗品費については分

かりましたが、消耗品費、恐らく教科書なんだと

思うんですが、消耗品費、しかも、それともう一

つ、使用料と、しかもそのほかに債務負担行為で

ライセンス料、３つに分かれているかと思うんで

すが、その使用料とライセンス料の説明をお願い

してもよろしいでしょうか。 

○益子委員長 学校指導係長。 

○人見学校指導係長 まず、教師用の指導書という

ところでございますが、こちら基本的に先ほど御

説明しましたとおり、デジタル教科書を中心とし

たものとなっております。 

  その中で、出版社によってデジタル教科書をデ

ジタル教科書として販売している、今回計上しま

す国数英社に関しましては、そのままライセンス

購入という形でさせていただくのですが、先ほど

申しましたとおり、紙ベースの指導書に附属して

デジタル教科書を附属しているというようなもの

もございます。そちらは今回、消耗品費の指導書

というところで計上させていただいております。 

  あくまでデジタル教科書について、全ての教科

がデジタル教科書として出版社から販売されてい

るものではなくて、指導書に附属するというよう

なものも中にはございますので、そういったとこ

ろで分けて計上しているというところでございま

す。 

  以上です。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 

  そうしますと、この使用料は教師用デジタル教

科書と、それを動かすためのライセンス料という

ことなんでしょうか。それとこれは別物なんでし

ょうか。 

○益子委員長 学校指導係長。 

○人見学校指導係長 お答えいたします。 

  デジタル教科書なんですが、パッケージ版とし

て購入するものではなくて、あくまでサーバー上

で管理されている、そのライセンスを取得すると

いう形で計上しております。 

  以上です。 

○益子委員長 関連の方いらっしゃいますか。 

  堤委員。 

○堤委員 もう少しデジタル教科書の内容について、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

  動画がまず含まれているかどうかお聞きします。 

○益子委員長 課長。 
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○松本学校教育課長 先ほど申し上げさせていただ

きましたけれども、デジタルコンテンツ、かなり

重要視されていまして、非常に充実した、算数な

どですと例えば立体の図形なんかもぐるぐる回転

して見られるとか、そういったものとか、ちょっ

とした社会科なんかですと、働く姿なんかが動画

で映るとか、そういったものなんかも入っていま

して、非常に使いやすくなっているというもので

ございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 あと１点。 

  セットに示す、モニターに当然映すのは当然か

と思うんですけれども、そのモニター以外に、例

えば生徒が持っているタブレットにも配信できる

というふうに考えればよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○松本学校教育課長 個人のほうの端末のほうには

ちょっと反映しないので、大きな電子黒板のほう

で子供たちも学ぶというものでございます。 

○益子委員長 関連の方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 それ以外、質疑をお持ちの方いらっ

しゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 副委員長、大丈夫ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、質疑及び議

員間討議を終了といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  学校教育課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は11時30分といたします。 

  失礼いたしました。再開は11時15分といたしま

す。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○益子委員長 ただいまから生涯学習課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 
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  生涯学習課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年

度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○佐原生涯学習課長 （議案第122号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、黒磯公民館管理費の非常勤職員

の報酬についてですが、これは１月、２月、３月

分という計算でよろしいでしょうか。 

○益子委員長 生涯学習課長。 

○佐原生涯学習課長 今回２回分ほど追加を予定し

ておりまして、ちょっとお待ちください。申し訳

ございません。 

  今回２回分ほど計上させていただいておりまし

て、12月に１回、２月に１回の予定で今回、失礼

しました。１月ということで計上させていただい

ております。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 公民館運営審議会委員の報酬というこ

とになっていますが、当初予算で34万1,000円と

いうことになるんですが、当初予算の段階ではそ

うすると何回予定していたんでしょうか。 

  それを２回追加するということなんでしょうが、

追加する理由について伺います。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 当初は２回ほど予定してござ

いました。年度の初めと年度の終わりということ

で予定してございました。 

  今回要求させていただく案件につきましては、

今現在、財政課、総務部のほうを主導としまして、

市内の全庁的な取組としまして、使用料、手数料

の見直し作業を進めております。 

  今回この見直しに当たりましては、公民館使用

料につきましても、もちろん対象となるというこ

とで、それについての公民館審議会の意見を伺う

ための会議ということで、２回ほど今回要求させ

ていただくものでございます。 

○益子委員長 関連である方いらっしゃいますか。 

  山本委員。 

○山本委員 公運審っていうのは毎年開かれてはい

るんですが、大抵は当初の時に何回開くというこ

とでやっていたと思うんですね。公民館の使用料

をどうこうするというのは、多分途中から出てき

たものではなかったと思うんですね。年度の。当

初のところではそういうものを予定できなくて、

２回というふうにしていてということなんですか。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 この使用料の見直しにつきま

しては、公民館単体ということではなくて、今年

度に入りまして全庁的な使用料、手数料の見直し

を行うという一環として、この全庁的に示された

ものに伴って、今回追加で会議を２回ほど開催す

るということでございます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 使用料の見直しをするというのは、今

年度の途中から出てきたものだったんでしたっけ。 

○益子委員長 課長。 

○佐原生涯学習課長 実はこれ、山本委員には一般
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質問で御質問を頂戴しておりまして、その時点で

はまだ明確にこの見直しを行うというところがま

だ示されてはいなかった中で、私どものほうで、

その後全庁的な取組、指示があったということで

始めたということでございます。 

○益子委員長 関連である方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 なければ、そのほかの質疑ある方い

らっしゃいますか。特に質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの御意

見等はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了といたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号は原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  生涯学習課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。再開は11時40分とい

たします。 

 

休憩 午前１１時２７分 

 

再開 午前１１時４０分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○益子委員長 ただいまからスポーツ振興課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１９号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第119号 公の施設

の指定管理者の指定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○和氣スポーツ振興課長 （議案第119号について

説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 導入形態のところに、特定の団体を選

定というふうに書いてあるんですが、これはそれ

までやっていたところが倒産によりできなくなっ

たということで、特定の団体というふうにしたと
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いうことでよろしいんですか。 

○益子委員長 課長。 

○和氣スポーツ振興課長 特定とした主な理由とい

たしましては、今回の破産の開始が前指定管理者

に起きまして、それからすぐに管理運営のほうは

しなくちゃいけないというところで、現在業務委

託というところで３月までお願いしているところ

です。ただ、４月から指定管理ということでお願

いしたいというところでございましたので、公募

の期間というのはちょっと取れないという期間と

いうところがございまして、緊急に指定管理の事

業者を見つけなくちゃいけないというところで、

実績のある業者があったものですから、そこに特

定の団体ということで今回進めさせていただきま

した。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 それは分かりました。今までも指定管

理で体育施設いろいろやっていたと思うんですけ

れども、この特定の団体を選定したというのは初

めてだということでよろしいですか。 

○益子委員長 課長。 

○和氣スポーツ振興課長 体育施設におきましては、

特定で指定管理者を選定するのは初めてになりま

す。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 指定管理期間が令和６年と令和８年の

３月までということで２年間ということになるか

と思うんですが、これは前事業者の引継ぎという

ことなのか、それとも改めてということなのか、

伺います。 

○益子委員長 課長。 

○和氣スポーツ振興課長 この２年間に設定しまし

たのは、もともと前指定管理者は２年、残り２年

ということで、その残りの期間を指定はしている

んですが、そもそもの考え方といたしましては、

この２年間という前回は４年で期間を設定してい

まして、その４年間を設定した理由といたしまし

ては、ほかの黒磯、塩原地区の指定施設について

も２年後に切替えになるということで、合わせて

ございます。ただ、それを一括で指定管理するか

どうかというのは、その２年間の間にどういう社

会情勢とかを見まして、今回の課題も含めまして

検討していきたいなというところでございます。 

○益子委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの御意

見等はございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 指定管理者を特定の団体で選定したと

いうことはよく分かりました。それについては異

議があるわけではないんですけれども、このたび、

非常に珍しい形で指定管理者が撤退してしまった

というかできなくなったという、そういう事実に

関して、議員の皆さんがどういうふうに感じてい

らっしゃるかというようなことを意見をお聞きし

たいということで、議員間討議を求めます。 

○益子委員長 ただいま山本委員より、前指定管理

者の件、また今回の件に絡みましての各委員の御

意見を承りたいということでございましたので、

各委員より御意見をお願いできればと思います。

私のほうより指名をいたします。 

  玉野委員、いかがでしょうか。それについての

各委員の御意見をと思います。 

○玉野委員 破綻ということを予想できる、できな

いという資料、見識ですね。それを議員が持ち得

なかった。同様に、執行部のほうでそのような知

見、情報をお持ちだったのかなということがあり

ます。 
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○益子委員長 続きまして、眞壁委員。 

○眞壁委員 やはり、なかなか指定したときに指定

管理者の実態というか、その辺は多分捉えてなか

ったのかなって思っていますので、そういうとこ

ろもしっかり今回から見ていただいて、やってい

ただきたいと思います。今回の特定団体の選定に

つきましては緊急的なものなので、これで正解と

いうかよかったと思います。 

  以上です。 

○益子委員長 相馬委員、いかがですか。 

○相馬委員 指定管理の制度から募集をして、点数

制にたしかなっていたと思うんですが、そのとき

の点数の結果で前事業者を選定したところだった

と思うんですが、そのときの資料のみでは今回の

ような事態を招くということが、ちょっと我々も

想像ができなかったというところもございまして、

コロナ禍ということで社会的な情勢が急激に変化

したということはあるというような新聞紙上の情

報のみで、このようなことになったんだろうとい

うふうに思います。 

  また、今後の指定管理、残り２年間の指定管理

については、こちらに今出ている会社にお願いす

るということになるということなんですが、こち

らの会社については、これまでも実績、くろいそ

運動場であったりとか、そういったところの実績、

それからこの会社自体でも様々な施設を持ってお

りまして、様々な事業をやっているというところ

は伺っておるところでございますので、今回の選

定でよかったのかなというふうに私も思っており

ます。 

  以上です。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 １つは、この特定の指定管理者を選定す

るに当たって、この条例というものがここに書い

てあると思うんですが、那須塩原市公の施設にお

ける指定管理者の指定の手続等に関する条例、第

２条第２項によるということで選定の理由が述べ

られておるんですけれども、この条例そのものに

きちっと選定する、ちゃんと物差しまできちっと

明記されているかどうかというのが、ちょっと疑

問点が１つあります。 

  もう一つは、指定管理者、健全な財務状況でな

いと当然選定はできないわけでありますので、や

っぱりその指定管理者を選定するときの経営内容、

特に財務の面ですよね。財務について、やっぱり

その選定する直近３年間、どういうふうなところ

で、例えば経常利益がどれぐらい上がっているか

とか、そういう３年間ぐらいのところはきちっと

調べるべきだと思うんですが、その調べ方も市が

調べるのか、あるいは特定の信用業者に依頼して

調べるのか、そこら辺がちょっと我々議員の中に

はちょっと伝わってきていないものですから、そ

ういう選定基準はやっぱり明確にすべきだと私は

考えます。 

○益子委員長 室井委員、いかがですか。 

○室井委員 今回の件に関しまして、選定最初にし

たときにはそこまでの情報もなかった。選定をさ

れた後、企業さんのほうの形態のほうでというこ

とで業務が悪化したというような新聞報道等もあ

りました。なので、これは致し方ないことで、今

後那須ヘルスセンターさんに新しく管理者になっ

ていただけるというようなことで、これからの管

理をお願いするということに関しては、いいこと

だと思っております。 

  またちょっと一つ考えるのが、今後同じような

ことがないように、また新しく選定を受けた業者

さんに対して何かしらの、年間なのかその期間内

になのか、話合いだったりとかというようなこと

が必要じゃないかなというのは感じております。 

  以上でございます。 
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○益子委員長 続きまして、最後に副委員長、お願

いいたします。 

○星副委員長 本当に指定管理を選定するに当たり

まして、今のこの那須ヘルスセンターのほうはい

いんですけれども、前指定管理者のその経営状況、

確かにコロナ禍ということもあって経営が傾いて

いってしまったということはあるにしても、やは

り指定管理したからそれでよしというのではなく、

これからの参考としては、やはりこれからどんな、

また同じような感染症が広がるかもしれない、社

会情勢がどう変わるか分からないという状況の中

では、これは全部の指定管理者にも関わることで

はあるとは思うんですが、これはちょっと何てい

うんでしょうね、大丈夫だで済まされるのではな

く、やはり途中経過も見る必要はあるのかなとは

思います。経営状況のほうはどうなのか、社会情

勢と見回してどうなのかって言ったところでの情

報交換といいますか、指定管理者に対しての調査

ということも必要になるのではないかということ

もありますし、今回のことをしっかり次にも生か

していただきたいなということと、後は、那須ヘ

ルスセンターさんに引き受けていただけたことは、

すごくありがたいことだと思っておりますので、

また２年後、社会情勢を見て判断するという説明

でしたので、そこもトータルして、ぜひ参考にい

ただきながら、どんな状況で今どういうところに

困っているのかというところとか、またはこうい

うことでというものも情報交換できたらいいのか

なとは思っております。 

  以上です。 

○益子委員長 山本委員に申し上げます。 

  ただいま６名の委員からそれぞれの御意見を賜

りました。御意見を参考に質疑あるようでしたら、

さらに質疑を続けていただきたいと思います。 

  質疑に戻ります。 

○山本委員 私自身はもう過去のことをどうこう言

うんではなくて、この先、皆さんが意見言ったと

おりに、やっぱり市民にその信頼に足るだけのと

ころをきちっと選んでいただいて、それが那須塩

原市のこれからのまちづくりにやっぱり影響して

くることですので、そこのところをきちんとやっ

ていただければということで、特に質疑はござい

ません。ありがとうございました。 

○益子委員長 ほかに討議すべき内容はございます

か。 

  堤委員。討議内容はいかがですか。 

○堤委員 まだ議員間討議として扱っていただいて

よろしいですか。 

○益子委員長 討議あるということであればお受け

いたします。 

○堤委員 指定管理者が結局、単年度契約ではない

ですよね。複数年度契約という格好になっている

ものですから、じゃ、その複数年度契約の中での

運営感がやっぱり、何年間かやっていく中でのい

ろんな事象が発生したことだと思いますので、や

はりこの契約期間の中でも、やっぱりこの指定管

理者のチェック機能というのが必要じゃないかと

いうふうに私は考えます。 

  また、指定管理者の中にも、体育施設の運用と

かそういう業務だけじゃなくて、会社によっては

多様な複数業務を持っている会社もあるかと思い

ますので、この体育館施設の運用だけはしっかり

やっても、ほかの業務で赤字を出したり、いろん

な経営内容が変化することが十分考えられますの

で、やっぱりこの複数年契約の中で単年度ごとに

チェックする仕組みが要るんじゃないかと私は考

えております。 

○益子委員長 ほかの委員の御意見等は求めなくて

も結構ですか。 

○堤委員 はい。 
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○益子委員長 では、堤委員には御意見としてお受

けしておきます。 

  ほかに討議すべき点はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第119号 公の施設の指定管理者の指定に

ついては、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第119号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続きまして、福祉教育常任委員会を予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年

度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○和氣スポーツ振興課長 （議案第122号について

説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほど追加というふうな説明でござい

ましたが、前事業者は４年間の指定管理をやった

その金額に、さらにプラスして２億4,700万円と

いうことでよろしいでしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○小野課長補佐兼管理係長 こちらの債務負担行為

につきましては新たに追加するということで、新

たな設定という形になっております。 

○益子委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの御意

見等はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了としたいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべき
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ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  スポーツ振興課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで休憩といたします。再開は午後１時とい

たします。 

 

休憩 午後 零時０４分 

 

再開 午後 １時 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○益子委員長 これより保健福祉部の審査を行いま

す。 

  審査に当たり、初めに、保健福祉部長より御挨

拶をお願いいたします。 

  部長。 

○増田保健福祉部長 （挨拶。） 

○益子委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○益子委員長 ただいまから健康増進課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  健康増進課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がございませんので、予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年

度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○亀田健康増進課長 （議案第122号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  眞壁委員。 

○眞壁委員 それでは、１ページの保健衛生費負担

金の新型コロナウイルスの予防接種健康被害給付

金負担金なんですけれども、先ほど１件、国のほ

うから出たと言っていましたよね。その辺のとこ

ろ、内容を教えてください。 

○益子委員長 課長。 

○亀田健康増進課長 この申請の内容ということで

ございますね。 

  こちらはコロナウイルスワクチンを接種した後、

副反応がございまして、発熱、倦怠感、頭痛、動

悸というのが一気に発生しまして、入院及び通院

をしましたことから、その給付金になってござい

ます。 

○益子委員長 眞壁委員。 

○眞壁委員 分かりました。これは今まで出ていて

１件だけですか。 

○益子委員長 課長。 
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○亀田健康増進課長 認定は２件目になります。 

○益子委員長 そのほか、質疑はございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 同じところなんですが、認定は２件

目ということだったんですが、申請はほかにも出

ていたりはするんですか。 

○益子委員長 主幹兼保健予防係長。 

○印南主幹兼保健予防係長 申請件数でございます

が、令和４年に３件、令和５年の今現在で１件、

合わせて４件、申請を国のほうに進達をしてござ

います。すみません、補足になりますが、先ほど

２件承認したというお話なんですが、１件は否認

で、国のほうでは認めないよという意味で否認を

されていて、承認、お金の支払いが発生したのが

今回の１件ということで１件、１件ということに

なります。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 これは、要は申請をすれば全て通る

というわけではもちろんないとは思うんですけれ

ども、例えば、引き続き申請はしているけれども

まだちょっと曖昧で、でもやっぱりこれ相当する

ということで、年度をまたいでも、前年度に例え

ば申請されたものでも、例えばその症状がずっと

続いていた場合にやはり認定しますよという、年

度をまたいでもそれが通るということもあるんで

しょうか。 

○益子委員長 主幹兼保健予防係長。 

○印南主幹兼保健予防係長 今現在、那須塩原市で

先ほど４件申請があったというお話をしています

が、令和４年度中に申請したものが、１年近くた

ってまだ認定されていないものもまだ１件ござい

ます。今、国のほうでは整理、認定するまでにか

なりの件数を一度に認定をしているような形では

ございますが、申請してから認定が出るまでおお

よそ１年を超えるぐらいの期間がかかってきてし

まっているというところが現状になります。 

  それと、もう一点は副反応ですので、全快する

までに半年もしくは１年というような形で何度も

お医者さんに通院するようなことがございます。

そうすると、そういった部分の費用というところ

も、改めてまた国のほうに追加補正をして，そう

いった分の金額も請求をしたりするというような

ことも出てきますので、私どもの申請の指導の中

では，ある程度この診察、診療が終わった段階で

申請をしたらどうかというようなアドバイスをさ

せていただいているところでございます。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 そうしますと申請待ち、要は診察中

でまだ終わってなくて診療中というんでしょうか

ね、まだ見てもらっている最中で、申請待ちの人

もまだいるということでいいんですか。 

○益子委員長 主幹兼保健予防係長。 

○印南主幹兼保健予防係長 申請待ちというのが本

当に申請をするかどうかというところが、私ども

のほうも確約というか裏づけを取っているわけで

はございませんので、申請待ちというところはひ

とつ難しいところでございますが、そういった相

談を月に１件ないし２件程度受けているというと

ころの現状でございまして、さらにコロナのワク

チンを打って亡くなった場合には、それにかかっ

た医療費の請求というところが今回の補償の対象

になりますが、通院の場合には入院相当、要は通

院ではなくて入院が必要であったというようなも

のの医療費についての補償内容となりますので、

そういったところで、ただの通院だけでの補償と

いうところではひとつないところがございますの

で、入院を伴ったものが対象となります。 

○益子委員長 関連でございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 なければ、そのほかのところで質疑
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ある方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、３款１項１目の10001事業

についてですが、組替え、繰り出し、これが消費

税の関係だというふうなことだったんですが、も

うちょっと詳しく御説明いただいてよろしいでし

ょうか。 

○益子委員長 健康増進課長。 

○亀田健康増進課長 組替え、繰替えの詳しいとこ

ろというところでございますが、何ていうんでし

ょうね……。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時１５分 

 

再開 午後 １時１５分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  課長。 

○亀田健康増進課長 まず、この基本としまして、

消費税法第60条におきまして、国及び地方公共団

体の特例という条項がありまして、基本的に一般

会計におきましては、市が消費税の納付者になら

ないということになってございます。ただ、特別

会計の中でもこの委託費収入にしてしまいますと、

消費税の申告義務が発生するということでござい

まして、それに対する対応としまして、まず一般

会計に組替えをしまして、それから改めて特別会

計へ繰り出しをすると、こういった手続を取るも

のです。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これまでも同じような対応をしてきた

ものなんでしょうか。 

○益子委員長 健康増進課長。 

○亀田健康増進課長 この通知の発出が今年になっ

てからの発出でございまして、去年まではこのま

ま委託費収入としてやっていましたので、過去の

分は確定申告、遡って消費税申告が必要となりま

す。 

○益子委員長 この項目で質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ほかに質疑をお持ちの方いらっしゃ

いますか。よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 課長より発言がございますので、課

長。 

○亀田健康増進課長 先ほど私の発言で確定申告と

申し上げましたが、消費税の申告の間違いでござ

います。失礼しました。 

○益子委員長 質疑ある方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの御意

見等はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終結いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計
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補正予算（第７号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２４号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第124号 令和５年

度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○亀田健康増進課長 （議案第124号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。討

議すべき点、あるいは委員からの御意見等はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第124号 令和５年度那須塩原市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第124号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  健康増進課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。会議の再開は13時30

分といたします。 

 

休憩 午後 １時２１分 

 

再開 午後 １時３０分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○益子委員長 ただいまから社会福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１００号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第100号 那須塩原

市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
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用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○平井社会福祉課長 （議案第100号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員、最初どうぞ。 

○相馬委員 この条例の改正によって、どういった

方がその生活保護を享受されるのかどうか、お願

いします。 

○益子委員長 社会福祉課長。 

○平井社会福祉課長 こちら条例改正につきまして

は、先ほど申し上げましたが、外国籍の方の対象

となっております。外国籍を有していて、なおか

つ生活保護を受給していると、そういう方に対し

まして、中身としては医療機関、こちらの受診、

さらに健康指導というものも法の中で行っており

ます。そういったものを行うにおいても、受診デ

ータとかそういったものをデータ的に集約、マイ

ナンバーカードを用いてオンライン化した情報を

いただいて、実際の生活指導に役立てていくとい

うような流れとなります。 

○益子委員長 星副委員長。 

○星副委員長 すみません、もう一度ちょっと教え

ていただきたいんですけれども、マイナンバーカ

ードの識別ということもあるかと思うんですが、

要は国のほうで、またそこの決まりができていな

いがために市のほうで条例をつくるという解釈で

いいんでしょうか。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 まず、法律のほうに生活保護

法に基づいて生活保護を受給している方、被保護

者についての取扱いは規定をされております。た

だ、外国籍の方につきましては生活保護法という

法律の中に定められているものではなく、厚生労

働省局長通知によって、準じて扶助をしなさいと

いうような形になっています。そのため、法律上

マイナンバーカードの利用を認められている者に

おいて、生活保護上該当になるのが日本国籍を有

している者のみとなりますので、今回改めて外国

籍の方については、自治体の条例で定めることに

よって同様の取扱いが講じられるというような形

となっております。 

○益子委員長 そのほか質疑ある方いらっしゃいま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第100号 那須塩原市行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部改正については、原案の



 

－77－ 

とおり可決すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第100号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１５号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 続きまして、議案第115号 公の施

設の指定管理者の指定についてを議題といたしま

す。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○平井社会福祉課長 （議案第115について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第115号 公の施設の指定管理者の指定に

ついては、原案のとおり可決すべきものとするこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第115号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続きまして、福祉教育常任委員会を予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年

度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井社会福祉課長 （議案第122号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、まず予算執行計画書の８ペ

ージの障害者福祉費の6001事業、補装具給付費の

枠についてなんですが、先ほど当初予算を上回る

見込みという説明だったんですが、これは件数が

増えるのか、それとも単価が上がっているのか、

その辺の内容の説明をお願いいたします。 
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○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 補装具の中でもいろんな種類

がございます。その年度年度によって、申請され

る補装具の種類というものが変わってくるような

状況ではございますが、結果的に見ていますと申

請者数も増えております。 

  物によって値段が違うというところがあるもの

ですから、その部分は単価という表現ではちょっ

と難しいところがあるんですけれども、主なとこ

ろとしては人数が増えてきているという。 

  これは、補装具は年々増えているかというと、

そういうことではなく、その年度によって変わっ

てくるようなところがございます。 

  以上です。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 執行計画書の同じページなんですが、

８ページの自殺対策計画策定支援でアンケートを

実施するということなんですが、これのほうはど

のような形での、もう少し詳細を教えていただき

たいんですが。 

○益子委員長 社会福祉課課長。 

○平井社会福祉課長 こちらのアンケートの実施、

どのようにというところかと思いますが、この計

画、現行計画が令和６年度末となっておるもので

すから、今年度、来年度にかけて改定作業を進め

ていくというような形を取りますけれども、基本

的には一括して業者に委託をしたいなというふう

に考えております。 

  その中で、前段としての市民アンケートの調査

なんですけれども、内容的に自殺対策というよう

なところもございますので、受ける業者について

はおおむねプロポーザルで今考えておりますけれ

ども、実績のある業者になってくるかなというふ

うに思っております。内容的なアンケートの中身

につきましても、その業者といろいろ調整をした

中で実施をしたいなというふうには考えておりま

す。 

  今年度、アンケートを実施した中で、あとは次

年度、整理をして策定をしていくというような一

連の流れで考えております。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 業者のほうに委託ということで策定

を進めていくということだとは思うんですが、第

１期の自殺対策計画をつくったときも業者に委託

したかどうか、ちょっとすみません、そこを確認

したいんですが。 

○益子委員長 障害福祉係長。 

○薄葉障害福祉係長 お答えいたします。 

  現行計画である第１期自殺対策計画につきまし

ては、委託ではなくて自前で策定いたしておりま

す。 

  以上です。 

○益子委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうすると、１期のほうは市の職員

がつくられたということで、今回２期に関しては

今度プロポーザルにするというふうになった理由

を教えてください。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 計画のほうですが、この自殺

対策計画に限らずというところはありますけれど

も、国の方針や県の計画、それとの整合性を図っ

たりというところがございます。 

  おのおの自殺対策計画でいきますと、国の大綱、

こちらがより細かく出来上がっているというよう

な状況がありますけれども、そういった計画を策

定する中身についても、前回よりも中身的に細か

いといいますか、いろいろ踏み込んだところも出

てくるところがございます。 

  日常業務をやっている中で、なかなかそういっ
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たところの踏み込んだ部分が職員では難しいとこ

ろもあるものですから、実績のある業者に委託し

た中で、もちろん職員も関わってはいきますけれ

ども、よりよいものを計画としてつくっていきた

い、そういった考え方から業務委託による実施を

考えてございます。 

○益子委員長 副委員長。 

○星副委員長 市民生活の中で、要は意識の部分で

の細かいところまで踏み入れるので難しいという

ことなんですが、その委託先としてこれから選定

はされると思うんですけれども、那須塩原市内の、

そういった受けていただけるような専門的な業者

なのか、ＮＰＯ法人なのか、市民団体なのか分か

らないんですけれども、そういった目星があると

いうことでよろしいんでしょうか。 

○益子委員長 平井課長。 

○平井社会福祉課長 プロポーザル、公募型になり

ますので、いろんなところから業者が手を挙げて

くれるのかなというふうには思っております。 

  ただ、先ほど実績というような言葉を私のほう

で発しておりますが、必ずしも実績だけではない

んですけれども、実績というような件だけで捉え

ると、市内の業者はないのかなというふうに思っ

ております。 

○益子委員長 星副委員長。 

○星副委員長 なかなか難しいことではあるとは思

うんですが、多分もしかしたら、近隣のどこかの

地元ではない方からのプロポーザルもあるのかな

と、公募ということであるのかなと思うんですが、

全体的なことを言えばそれはそれでいいとは思う

んですけれども、地域性ということも考えられる

と思うんですね。 

  そういった部分で、地域性をやはり調べて、よ

り細かな、本市に即したものの内容をつくるため

の今回の市民アンケート調査をするというふうな

考えでよろしいですか。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 もちろん市の計画というふう

になりますので、市民の御意向的なところ、状況

的なところも踏まえた中で策定をしてまいりたい

なというふうに考えております。そういったもの

のための一つアンケートであるということで捉え

ております。 

  また、策定に関しましては、業者に全部委託だ

けではなく、当然、先ほど市も関わるというのは

もちろんのことなんですが、外部の方も含めた策

定委員会的なところも踏まえた中で、より本市の

実情に沿った形の計画をつくれることができれば

なというふうに考えております。 

○益子委員長 そのほか質疑ございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、債務負担行為の８ページの学習

支援事業の委託なんですが、先ほど補正執行計画

書のほうで160万減額、これは入札によるもので

すということだったんですが、当初予算で、実は

その他委託料ということで、全部で4,100万の予

算計上がされておったんですが、その中に学習支

援事業というのがあるんですが、今年度の当初予

算の学習支援事業だけの金額って分かりますか。 

○益子委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○益子委員長 委員会を再開いたします。 

  平井課長。 

○平井社会福祉課長 学習支援事業の単体で見た当

初予算額ということだったかと思いますが、こち

ら、予算額としましては695万2,000円を見込んで
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おりました。 

○益子委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それで160万、今回減額補正する。で

も、来年度もまた同じ状況で、今回債務負担行為

で698万5,000円、今年度よりもちょっと多いとい

う予算計上だということなんですが、今回の減額

分は考慮しないで、前年同額の債務負担行為にし

たいと、そういうことだということでよろしいで

すか。 

○益子委員長 課長。 

○平井社会福祉課長 来年度の予算額決めるに当た

りまして、いろんな経済情勢なんかも捉えた中で、

昨年度と今年度どう変わっているかというところ

もあります。 

  人件費のほうが結構上がっているような状況あ

るものですから、そこら辺を考慮した中で今回の

金額を設定してございます。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  社会福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は午後２時15分といたします。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎高齢福祉課の審査 

○益子委員長 ただいまから高齢福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  高齢福祉課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年
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度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○秋元高齢福祉課長 （議案第122号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議員間討議及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２５号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第125号 令和５年

度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○秋元高齢福祉課長 （議案第125号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので質疑を許し

ます。 

  質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 一般管理費のシステム改修費用154万

円なんですけれども、これは一般会計から繰入れ

するということになるんですが、介護保険事業と

しては一般会計から繰入れしないと予算計上がで

きないということなんでしょうか。現状、介護保

険基金とかというところで22万3,000円、何てい

うんでしょうか、利子がつくだけの基金はあるん

だろうと思うんですが、一般会計から繰入れする

というのは、こうしなくちゃならないということ

なのかどうなのか、御説明いただければと思いま

す。 

○益子委員長 高齢福祉課長。 

○秋元高齢福祉課長 こちらのシステム改修に該当

するシステムにつきましては、いわゆるタスクシ

ステムといいまして、基幹系システムになります

ので、一般会計からの充当という対応となります。 

○益子委員長 ほか、質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入
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ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 討論がないようですので、討論を終

結したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、これより討

論を終結し、採決いたします。 

  議案第125号 令和５年度那須塩原市介護保険

特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第125号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  高齢福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は午後２時45分といたします。 

 

休憩 午後 ２時３０分 

 

再開 午後 ２時４５分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○益子委員長 ただいまから、国保年金課の審査に

入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  国保年金課については、福祉教育常任委員会に

対する付託案件がございませんので、予算常任委

員会（第２分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年

度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○藤川国保年金課長 （議案第122号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 
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  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２３号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第123号 令和５年

度那須塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○藤川国保年金課長 （議案第123号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  堤委員。 

○堤委員 16ページです。歳出のほうですが、国民

健康保険システム改修の必要性、要因というか、

内容を教えてください。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○関根国保年金課長補佐兼管理係長 それではお答

えいたします。この制度の申込み、それから承認

をするに当たりまして、対象者がどのような方が

対象になっているのか、それから、私どもで処理

するためのパソコンにそのシステムを入れて画面

表示をさせる機能ですとか、それをまた打ち出す

機能ですとか、そういったものを諸経費含めまし

て、もろもろ180万円、税抜でかかりまして、今

回198万円を計上したものでございます。 

○益子委員長 堤委員。 

○堤委員 特に保守関係の改修項目はないというふ

うに考えればよろしいのでしょうか。 

○益子委員長 課長補佐兼管理係長。 

○関根国保年金課長補佐兼管理係長 保守機能は含

んでいませんで、あくまで改修に係る部分、先ほ

ど申し上げましたとおり、賦課の計算機能ですと

か帳票に打ち出す機能ですとか、そういったもの

を導入、構築するための費用が198万円となって

ございます。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 よろしいですか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第123号 令和５年度那須塩原市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）は、原案のとお

り可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第123号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２４号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第124号 令和５年

度那須塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  国保年金課長。 

○藤川国保年金課長 （議案第124号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第124号 令和５年度那須塩原市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第124号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  国保年金課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。 

  会議の再開は午後３時６分といたします。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時０６分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○益子委員長 これより、子ども未来部の審査を行

います。 

  審査に当たり、初めに、子ども未来部長から御

挨拶をお願いいたします。 

  部長。 
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○田代子ども未来部長 （挨拶。） 

○益子委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○益子委員長 ただいまから、子育て支援課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  子育て支援課については、福祉教育常任委員会

に対する付託案件がございませんので、予算常任

委員会（第２分科会）に切り替え、審査を行いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年

度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○押久保子育て支援課長 （議案第122号について

説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 10ページになります。 

  衛生費の中の１項３目母子衛生費のこども医療

費の助成費のところなんですが、今年の前半、大

幅に増になったという理由が分かれば説明願いま

す。 

○益子委員長 課長。 

○押久保子育て支援課長 正直申せば、ピンポイン

トでちょっと把握はし切れないところではござい

ますが、ただ、要因としまして、新型コロナ５類

移行、これは大きいものかなというふうには思っ

てございます。 

  それで、５類に移行したことによりまして、公

費負担医療、こちらが減少しましたものですから、

当然のことながら、かかった患者さん、自己負担

が発生します。それに伴えば、当然のことながら、

うちのほうの助成費が増えるようになります。 

  あとはインフルエンザですとか、いろいろな感

染症、新聞報道等なんかでもお聞きになったこと

があろうかと思うんですが、ヘルパンギーナです

とか、手足口病なんかも、あとＲＳウイルスなど、

そういった感染症も増えたというふうなことを伺

っておりますので、そういったものを総合させて

いただくと、やはり。実際額にしますと、およそ

約3,700万円ほど上半期だけで増額というふうな

状況になってございます。 

○益子委員長 山本委員。 

○山本委員 そこのところは分かりました。 

  その傾向は、那須塩原市だけじゃなくて、近隣

の市町村も同じようなことだというふうに考えて

よろしいんですか。 

○益子委員長 子育て支援課長。 

○押久保子育て支援課長 委員おっしゃるとおりだ

というふうなことで思って結構だと思います。 

○益子委員長 関連の方はいらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  子育て支援課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は午後３時35分といたします。 

 

休憩 午後 ３時２３分 

 

再開 午後 ３時３５分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て相談課の審査 

○益子委員長 ただいまから子育て相談課の審査に

入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまでございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０６号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第106号 那須塩原

市子育て相談センター条例の一部改正についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○菊地子育て相談課長 （議案第106号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 名称を変更したということなんですが、

この名称を変更した何か理由があれば教えてくだ

さい。この名前にした理由と言えばいいのかな。 

○益子委員長 課長。 

○菊地子育て相談課長 こちらの施設にした理由な

んですけれども、まず今年度、子育て相談課が新

設されたところです。あわせまして、このセンタ

ーの名称、従来からの名称が子育て相談センター

ということで、名前がまず重複しているというこ

とがございました。利用者の方にとってもちょっ

と分かりにくいような状況になっていたというと

ころがまず１つございます。なので、組織機構の

改編ということがございましたので、そこに併せ

て、ちょっとそういった名前を区別させていただ

く。 

  それから、今後ということになるんですけれど

も、改正児童福祉法によりまして、これは全国な
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んですけれども、全国の市町村がこども家庭セン

ターというものを設置努力義務ということになっ

ております。本市も、来年度に向けて、こども家

庭センター設置ということに向けて準備を進めて

いるところでして、そこからも、今の相談センタ

ー、センターという、そういう名称もやはり重複

になるというようなところから、そういったとこ

ろから名称を今回のタイミングで変更するという

ことに至りました。 

○益子委員長 そのほかございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第106号 那須塩原市子育て相談センター

条例の一部改正については、原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第106号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続きまして、福祉教育常任委員会を予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年

度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○菊地子育て相談課長 （議案第122号について説

明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議員間討議及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結
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し、これより採決いたします。 

  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  子育て相談課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は午後３時50分といたします。 

 

休憩 午後 ３時４４分 

 

再開 午後 ３時５０分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○益子委員長 ただいまから保育課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０５号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第105号 那須塩原

市保育園条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○佐藤保育課長 （議案第105号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  副委員長。 

○星副委員長 大貫保育園が廃園になるということ

なんですが、大貫保育園は、もちろん地元の方も

いらっしゃるとは思うんですが、どちらかという

と、西那須野のほうでちょっといっぱいになって

しまって、大貫保育園のほうにって流れて利用さ

れていた方もいると思うんですけれども、そのあ

たりの廃止になることで、また受入れ難民になっ

てしまうようなことはないのかどうかお伺いいた

します。 

○益子委員長 保育課長。 

○佐藤保育課長 今、転園に対する対応もしており

まして、今、星議員がおっしゃられた心配はない

のかなと思っております。 

○益子委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第105号 那須塩原市保育園条例の一部改

正については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第105号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続きまして、福祉教育常任委員会を予算常任委

員会（第二分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２２号の説明、質疑、

討論、採決 

○益子委員長 それでは、議案第122号 令和５年

度那須塩原市一般会計補正予算（第７号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔に願います。 

  課長。 

○佐藤保育課長 （議案第122号について説明。） 

○益子委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、議員間討議

及び質疑を終了といたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第122号 令和５年度那須塩原市一般会計

補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○益子委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第122号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  保育課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は午後４時10分といたします。 

 

休憩 午後 ４時０５分 

 

再開 午後 ４時１０分 

 

○益子委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○益子委員長 それでは、次第３、その他に入りま

す。 

  委員の皆様から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○益子委員長 （委員会のテーマについて説明。） 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○益子委員長 以上で今定例会議における委員会の

審査事項は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し議長に提

出いたしますので、御一任くださるようお願いい

たします。 

  以上をもちまして、福祉教育常任委員会を閉会

といたします。 

  長らく大変お疲れさまでございました。 

 

閉会 午後 ４時１２分 
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